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情報公開・個人情報保護審査会第１部会開催記録 

 

１ 日時  令和元年１０月１１日（金）１３：３０～１７：３０ 

２ 場所  情報公開・個人情報保護審査会第３会議室 

３ 出席委員 小泉博嗣部会長，池田陽子委員，木村琢麿委員 

４ 議事の項目等 

（１）事件名：令和元年（行情）諮問第２４８号「特定刑事施設組織図（平成３１年

４月１日現在）等の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：法務大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（２）事件名：平成３１年（行情）諮問第６２号「特定年月日開催の情報公開・個人

情報保護審査会特定部会の会議録の不開示決定（不存在）に関する件」 

平成３１年（行情）諮問第６３号「特定年月日開催の情報公開・個人

情報保護審査会特定部会の会議録の不開示決定（不存在）に関する件」 

諮問庁：総務大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき情報公開・個人情報保護審査会設置法施

行令２条１項に基づき併合の上，審議 

 

（３）事件名：平成３０年（行個）諮問第２１９号「札幌法務局が特定日に本人に送

信したメールを印刷した文書の利用不停止決定に関する件」 

諮問庁：法務大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（４）事件名：平成３０年（行個）諮問第２２５号「本人が行った保有個人情報利用

停止請求に対する決定に係る決裁文書の開示決定に関する件（保有個人

情報の特定）」 

諮問庁：総務大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（５）事件名：平成３０年（行情）諮問第６５８号「特定期間において内閣府の職員

を発信者ないし受信者として関係自治体職員等と交わされたメール等の

不開示決定に関する件」 

諮問庁：内閣総理大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 
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（６）事件名：平成３０年（行情）諮問第６５９号「特定期間に特定都道府県知事と

の間で取り交わされた文書の不開示決定に関する件」 

諮問庁：内閣総理大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（７）事件名：平成３０年（行個）諮問第２３１号「本人が提出した特定日付け質問

書に対する回答に係る文書の一部開示決定に関する件（保有個人情報の

特定）」 

諮問庁：個人情報保護委員会委員長 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（８）事件名：平成３０年（行情）諮問第５４０号「「今次の改元における「平成」

の選定過程を把握し得る行政文書一式」の不開示決定に関する件」 

諮問庁：内閣総理大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（９）事件名：平成３１年（行情）諮問第７２号「「「平成」改元に係る事務手続の

経緯等関係資料」の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：内閣総理大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（１０）事件名：平成３０年（行情）諮問第６５４号「職員団体との交渉・面談等に

関する記録や資料（平成２９年度作成取得分，ホームページに掲載さ

れていないもの）の不開示決定（不存在）に関する件」 

諮問庁：人事院総裁 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（１１）事件名：平成３０年（行情）諮問第５０９号「特定年度不動産登記における

不当・不正事案等に関する文書の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：法務大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

 

（１２）事件名：平成３０年（行情）諮問第５２１号「地方創生推進交付金の交付対

象特定事業中止に関わる関係自治体とのやり取りが分かる文書等の一

部開示決定に関する件」 

諮問庁：内閣総理大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 
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（１３）事件名：令和元年（行情）諮問第８１号「「懲戒処分の公表（特定日）」の

一部開示決定に関する件」 

諮問庁：防衛大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

 

（１４）事件名：令和元年（行情）諮問第２０号「保釈中の被告人が保釈保証金を没

取されることなく罪証隠滅に成功した事例に関する文書の不開示決定

（存否応答拒否）に関する件」 

諮問庁：法務大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（１５）事件名：令和元年（行情）諮問第３６号「「被退去強制令書発付者に対する

仮放免措置に係る適切な運用と動静監視強化の更なる徹底について」

の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：出入国在留管理庁長官 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

 

（１６）事件名：令和元年（行情）諮問第５３号「「特定被収容者の処遇要領につい

て」の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：法務大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

 

〔文責：総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局〕 


